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電気通信事業者及び販売代理店に対する行政指導等の実施状況（令和５年度）

 販売代理店の媒介等業務が電気通信事業法令に照らして不適切と思われる事案について、届出情報を活用して、
随時、
・事実関係の確認
・業務改善の要請
・販売代理店への行政指導、電気通信事業者への代理店等指導監督義務違反による行政指導
等を実施。

事案 概要
イッツ・コミュニケーションズ
株式会社、株式会社
ティーラ及び株式会社
ジェー・エヌ・エスに対する
行政指導
（令和５年12月22日）

イッツ・コミュニケーションズ株式会社（以下「イッツコム」という。）が消費者向けに提供す
る電気通信サービスに関し、同社の媒介等業務受託者である株式会社ティーラ（以下
「ティーラ」という。）及び株式会社ジェー・エヌ・エス（以下「JNS」という。）の勧誘において、
不適切な行為があったとの苦情相談が総務省に寄せられたことを受け、三社に事実確認を
行ったところ、
・ティーラ ：電気通信事業法（以下「法」という。）に規定する事実不告知の禁止及

び自己の名称又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止への違
反

・JNS ：法に規定する不実告知の禁止及び自己の名称又は勧誘である旨を告げ
ずに勧誘する行為の禁止への違反

・イッツコム：法に規定する媒介等業務受託者に対する指導義務への違反
がそれぞれ認められた。
したがって、同法の遵守を徹底すること等について、これら三社に対して指導を行った。
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